


目

次

ペ
ー
ジ

一

概
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

１

議
定
書
の
成
立
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

２

議
定
書
締
結
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

３

議
定
書
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

二

議
定
書
の
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

１

目
的
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

２

用
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

３

適
用
範
囲
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

４

国
際
協
定
及
び
国
際
文
書
と
の
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

５

公
正
か
つ
衡
平
な
利
益
の
配
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

６

遺
伝
資
源
の
取
得
の
機
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

７

遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
取
得
の
機
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三

８

特
別
の
考
慮
事
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

９

保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
へ
の
貢
献
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

地
球
的
規
模
の
多
数
国
間
の
利
益
の
配
分
の
仕
組
み
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

10

国
境
を
越
え
る
協
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

四

11

遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

12

中
央
連
絡
先
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

13



取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー
及
び
情
報
の
共
有
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

14

取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
国
内
の
法
令
又
は
規
則
の
遵
守
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

五

15

遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
国
内
の
法
令
又
は
規
則
の
遵
守
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

16

遺
伝
資
源
の
利
用
の
監
視
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

六

17

相
互
に
合
意
す
る
条
件
の
遵
守
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

18

契
約
の
条
項
の
ひ
な
型
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

19

行
動
規
範
、
指
針
及
び
最
良
の
実
例
又
は
基
準
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

七

20

啓
発
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

21

能
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

22

技
術
移
転
、
共
同
及
び
協
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

23

非
締
約
国
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

24

資
金
供
与
の
制
度
及
び
資
金
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

25

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八

26

補
助
機
関
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

27

事
務
局
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

28

監
視
及
び
報
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

29

こ
の
議
定
書
の
遵
守
を
促
進
す
る
た
め
の
手
続
及
び
制
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

九

30

評
価
及
び
再
検
討
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
〇

31

留
保
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
〇

32

最
終
条
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
〇

33

附
属
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
〇

34



三

議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
〇

（
参

考
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
一





一

一

概
説

１

議
定
書
の
成
立
経
緯

生
物
の
多
様
性
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う
。
）
は
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
、
そ
の
構
成
要
素
の
持
続
可
能
な
利
用
及
び
遺
伝
資
源
の
利

用
か
ら
生
ず
る
利
益
の
公
正
か
つ
衡
平
な
配
分
を
実
現
す
る
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
を
定
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

条
約
発
効
後
も
先
進
国
か
ら
の
遺
伝
資
源
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
の
配
分
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
途
上
国
の
主
張
を
受
け
、
平
成
十
八
年
（
二
千
六
年
）

に
開
催
さ
れ
た
条
約
の
第
八
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
遺
伝
資
源
の
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
国
際
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
の
交
渉
を
第

十
回
締
約
国
会
議
ま
で
に
完
了
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
平
成
二
十
一
年
（
二
千
九
年
）
以
降
、
三
回
の
作
業
部
会
及
び
三
回
の
追
加
会
合
が
開
催
さ

れ
、
平
成
二
十
二
年
（
二
千
十
年
）
に
我
が
国
が
議
長
国
と
な
っ
て
愛
知
県
名
古
屋
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
条
約
の
第
十
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
こ

の
議
定
書
が
採
択
さ
れ
た
。

２

議
定
書
締
結
の
意
義

こ
の
議
定
書
は
、
遺
伝
資
源
の
利
用
並
び
に
そ
の
後
の
応
用
及
び
商
業
化
か
ら
生
ず
る
利
益
が
公
正
か
つ
衡
平
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
、
遺
伝
資
源
の
提
供

国
及
び
利
用
国
が
と
る
べ
き
措
置
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
議
定
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
遺
伝
資
源
の
取
得
及
び

利
用
の
円
滑
化
並
び
に
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
そ
の
構
成
要
素
の
持
続
可
能
な
利
用
に
資
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

議
定
書
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

遺
伝
資
源
の
利
用
国
は
、
自
国
内
で
利
用
さ
れ
る
遺
伝
資
源
に
関
し
、
提
供
国
の
法
令
又
は
規
則
に
従
い
、
情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
が
取
得
さ

(1)
れ
、
相
互
に
合
意
す
る
条
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
立
法
上
、
行
政
上
又
は
政
策
上
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

締
約
国
は
、
遵
守
を
支
援
す
る
た
め
、
適
宜
、
遺
伝
資
源
の
利
用
に
つ
い
て
監
視
し
、
及
び
透
明
性
を
高
め
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

(2)

締
約
国
は
、
相
互
に
合
意
す
る
条
件
か
ら
紛
争
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
自
国
の
法
制
度
の
下
で
、
適
用
さ
れ
る
管
轄
権
に
係
る
要
件
に
従
っ
て
訴
訟
を

(3)
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

遺
伝
資
源
の
提
供
国
は
、
自
国
が
別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
遺
伝
資
源
の
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
国
内
の
法
令
又
は

(4)



二

規
則
に
従
い
、
必
要
な
立
法
上
、
行
政
上
又
は
政
策
上
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

こ
の
議
定
書
は
、
遺
伝
資
源
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
を
公
正
か
つ
衡
平
に
配
分
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
そ
の
構
成
要
素
の
持

続
可
能
な
利
用
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
生
物
の
多
様
性
の
分
野
に
お
け
る
国
際
社
会
の
協
調
し
た
取
組
の
強
化
の
観
点
か
ら
重
要
で
あ

る
。
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十
六
年
）
十
二
月
に
開
催
さ
れ
た
条
約
の
第
十
三
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
も
早
期
の
締
結
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

議
定
書
の
締
結
に
向
け
た
国
際
社
会
の
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
議
定
書
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二

議
定
書
の
内
容

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
三
十
六
箇
条
、
末
文
及
び
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

目
的
（
第
一
条
）

こ
の
議
定
書
は
、
遺
伝
資
源
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
を
公
正
か
つ
衡
平
に
配
分
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
そ
の
構
成
要
素
の
持

続
可
能
な
利
用
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

用
語
（
第
二
条
）

こ
の
議
定
書
上
の
用
語
（
「
締
約
国
会
議
」
、
「
条
約
」
、
「
遺
伝
資
源
の
利
用
」
等
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。

３

適
用
範
囲
（
第
三
条
）

こ
の
議
定
書
は
、
条
約
第
十
五
条
の
規
定
の
範
囲
内
の
遺
伝
資
源
及
び
そ
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
議
定
書
は
、
遺
伝
資
源

に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
で
あ
っ
て
条
約
の
範
囲
内
の
も
の
及
び
当
該
伝
統
的
な
知
識
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

４

国
際
協
定
及
び
国
際
文
書
と
の
関
係
（
第
四
条
）

こ
の
議
定
書
は
、
現
行
の
国
際
協
定
に
基
づ
く
締
約
国
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

(1)

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
が
他
の
関
連
す
る
国
際
協
定
を
作
成
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(2)

こ
の
議
定
書
は
、
こ
の
議
定
書
に
関
連
す
る
他
の
国
際
文
書
と
相
互
に
補
完
的
な
方
法
で
実
施
す
る
。

(3)

取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
専
門
的
な
国
際
文
書
で
あ
っ
て
、
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
の
目
的
と
適
合
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
に
反
し
な
い

(4)



三

も
の
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
議
定
書
は
、
当
該
国
際
文
書
が
対
象
と
し
、
及
び
適
用
さ
れ
る
特
定
の
遺
伝
資
源
に
関
し
て
は
、
当
該
国
際
文
書

の
当
事
国
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

５

公
正
か
つ
衡
平
な
利
益
の
配
分
（
第
五
条
）

遺
伝
資
源
の
利
用
並
び
に
そ
の
後
の
応
用
及
び
商
業
化
か
ら
生
ず
る
利
益
は
、
当
該
遺
伝
資
源
を
提
供
す
る
締
約
国
と
公
正
か
つ
衡
平
に
配
分
す
る
。

(1)
そ
の
配
分
は
、
相
互
に
合
意
す
る
条
件
に
基
づ
い
て
行
う
。
締
約
国
は
、
こ
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
適
宜
、
立
法
上
、
行
政
上
又
は
政
策
上
の
措
置

を
と
る
。

締
約
国
は
、
遺
伝
資
源
に
つ
い
て
の
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
確
立
さ
れ
た
権
利
に
関
す
る
国
内
法
令
に
従
っ
て
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社

(2)
会
が
保
有
す
る
遺
伝
資
源
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
が
、
相
互
に
合
意
す
る
条
件
に
基
づ
い
て
、
当
該
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
と
公
正
か
つ
衡
平

に
配
分
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
適
宜
、
立
法
上
、
行
政
上
又
は
政
策
上
の
措
置
を
と
る
。

利
益
に
は
、
金
銭
的
及
び
非
金
銭
的
な
利
益
（
附
属
書
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
が
、
こ
れ
ら
に
限
ら
な
い
。
）
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3)

締
約
国
は
、
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
が
当
該
伝
統
的
な
知
識
を
有
す
る
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
と
公

(4)
正
か
つ
衡
平
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
、
適
宜
、
立
法
上
、
行
政
上
又
は
政
策
上
の
措
置
を
と
る
。
そ
の
配
分
は
、
相
互
に
合
意
す
る
条
件
に
基
づ
い
て
行

う
。

６

遺
伝
資
源
の
取
得
の
機
会
（
第
六
条
）

遺
伝
資
源
の
利
用
の
た
め
の
取
得
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
遺
伝
資
源
を
提
供
す
る
締
約
国
が
、
天
然
資
源
に
対
す
る
主
権
的
権
利
の

(1)
行
使
と
し
て
、
か
つ
、
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
国
内
の
法
令
又
は
規
則
に
従
い
、
情
報
に
基
づ
い
て
事
前
に
同
意
す
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
締
約
国
が
別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
。

締
約
国
は
、
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
が
遺
伝
資
源
の
取
得
の
機
会
を
与
え
る
確
立
さ
れ
た
権
利
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
遺
伝
資
源
の
取

(2)
得
の
機
会
に
つ
い
て
、
当
該
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
又
は
当
該
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
承
認
及
び
関
与

が
得
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
適
宜
、
国
内
法
令
に
従
っ
て
措
置
を
と
る
。

７

遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
取
得
の
機
会
（
第
七
条
）



四

締
約
国
は
、
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
で
あ
っ
て
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
が
有
す
る
も
の
が
当
該
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の

情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
又
は
当
該
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
承
認
及
び
関
与
を
得
て
取
得
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
相
互
に
合
意
す
る
条
件
が
設
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
適
宜
、
国
内
法
令
に
従
っ
て
措
置
を
と
る
。

８

特
別
の
考
慮
事
項
（
第
八
条
）

締
約
国
は
、
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
自
国
の
法
令
又
は
規
則
を
定
め
、
及
び
実
施
す
る
に
当
た
り
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

特
に
開
発
途
上
国
に
お
い
て
、
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
に
貢
献
す
る
研
究
を
促
進
し
、
及
び
奨
励
す
る
た
め
の
条
件
を
整
え
る

(1)
こ
と
。

人
、
動
物
又
は
植
物
の
健
康
に
脅
威
又
は
損
害
を
与
え
る
現
在
の
又
は
差
し
迫
っ
た
緊
急
事
態
で
あ
る
と
国
内
で
又
は
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
事
態
に

(2)
妥
当
な
考
慮
を
払
う
こ
と
。

食
料
及
び
農
業
の
た
め
の
遺
伝
資
源
の
重
要
性
並
び
に
そ
れ
ら
が
食
糧
安
全
保
障
に
果
た
す
特
別
な
役
割
を
考
慮
す
る
こ
と
。

(3)
９

保
全
及
び
持
続
可
能
な
利
用
へ
の
貢
献
（
第
九
条
）

締
約
国
は
、
利
用
者
及
び
提
供
者
に
対
し
、
遺
伝
資
源
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
を
生
物
の
多
様
性
の
保
全
及
び
そ
の
構
成
要
素
の
持
続
可
能
な
利
用
に

充
て
る
よ
う
奨
励
す
る
。

地
球
的
規
模
の
多
数
国
間
の
利
益
の
配
分
の
仕
組
み
（
第
十
条
）

10

締
約
国
は
、
遺
伝
資
源
及
び
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
で
あ
っ
て
、
国
境
を
越
え
た
状
況
で
存
在
す
る
も
の
又
は
情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同

意
を
与
え
る
こ
と
若
し
く
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
利
用
か
ら
生
ず
る
利
益
の
公
正
か
つ
衡
平
な
配
分
に
対
処
す
る
た
め
、
地
球
的
規
模
の
多
数
国

間
の
利
益
の
配
分
の
仕
組
み
の
必
要
性
及
び
態
様
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

国
境
を
越
え
る
協
力
（
第
十
一
条
）

11

同
一
の
遺
伝
資
源
が
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
内
の
生
息
域
内
に
お
い
て
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
を
実
施
す

(1)
る
た
め
、
該
当
す
る
と
き
は
関
係
す
る
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
関
与
を
得
て
、
適
宜
、
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
。

複
数
の
締
約
国
に
わ
た
る
一
又
は
二
以
上
の
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
に
よ
っ
て
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
同
一
の
伝
統
的
な
知
識
が
共
有
さ
れ
て

(2)



五

い
る
場
合
に
は
、
当
該
複
数
の
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
関
係
す
る
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
関
与
を
得
て
、
適

宜
、
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
。

遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
（
第
十
二
条
）

12

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
に
基
づ
く
義
務
の
履
行
に
当
た
り
、
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
場
合
に
は
先
住
民
の
社

(1)
会
及
び
地
域
社
会
の
慣
習
法
、
規
範
及
び
手
続
を
国
内
法
令
に
従
っ
て
考
慮
す
る
。

締
約
国
は
、
関
係
す
る
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
効
果
的
な
参
加
を
得
て
、
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
潜
在
的
な
利
用
者
に
対

(2)
し
当
該
潜
在
的
な
利
用
者
の
義
務
を
知
ら
せ
る
た
め
の
仕
組
み
を
設
け
る
。

中
央
連
絡
先
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
（
第
十
三
条
）

13

締
約
国
は
、
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
自
国
の
中
央
連
絡
先
を
指
定
す
る
。

(1)

締
約
国
は
、
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
一
又
は
二
以
上
の
自
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
を
指
定
す
る
。

(2)
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー
及
び
情
報
の
共
有
（
第
十
四
条
）

14

取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー
は
、
条
約
第
十
八
条
３
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
交
換
の
仕
組
み
の
一
部
と
し
て
設
置
す

(1)
る
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
情
報
の
共
有
の
た
め
の
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

締
約
国
は
、
秘
密
の
情
報
の
保
護
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
議
定
書
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
情
報
及
び
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合

(2)
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
に
よ
る
決
定
に
従
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
情
報
を
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー
に

提
供
す
る
。

取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
国
内
の
法
令
又
は
規
則
の
遵
守
（
第
十
五
条
）

15

締
約
国
は
、
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
他
の
締
約
国
の
国
内
の
法
令
又
は
規
則
に
従
い
、
自
国
の
管
轄
内
で
利
用
さ
れ
る
遺
伝
資
源
が

(1)
情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
お
り
、
及
び
相
互
に
合
意
す
る
条
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
適
当
で
効
果
的
な
、

か
つ
、
相
応
と
認
め
ら
れ
る
立
法
上
、
行
政
上
又
は
政
策
上
の
措
置
を
と
る
。

締
約
国
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
と
っ
た
措
置
の
不
遵
守
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
適
当
で
効
果
的
な
、
か
つ
、
相
応
と
認
め
ら
れ
る
措
置
を
と

(2)

(1)



六

る
。締

約
国
は
、

に
規
定
す
る
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
他
の
締
約
国
の
国
内
の
法
令
又
は
規
則
の
違
反
が
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
に
つ

(3)

(1)

い
て
、
可
能
か
つ
適
当
な
場
合
に
は
協
力
す
る
。

遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
国
内
の
法
令
又
は
規
則
の
遵
守
（
第
十
六
条
）

16

締
約
国
は
、
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
が
所
在
す
る
他
の
締
約
国
の
国
内
の
法
令
又
は
規
則
で
あ
っ
て
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る

(1)
も
の
に
従
い
、
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
で
あ
っ
て
自
国
の
管
轄
内
で
利
用
さ
れ
る
も
の
が
当
該
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
情
報
に

基
づ
く
事
前
の
同
意
又
は
当
該
先
住
民
の
社
会
及
び
地
域
社
会
の
承
認
及
び
関
与
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
お
り
、
並
び
に
相
互
に
合
意
す
る
条
件
が
設
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
適
当
な
場
合
に
は
、
適
当
で
効
果
的
な
、
か
つ
、
相
応
と
認
め
ら
れ
る
立
法
上
、
行
政
上
又
は
政
策
上
の
措
置
を
と

る
。締

約
国
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
と
っ
た
措
置
の
不
遵
守
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
適
当
で
効
果
的
な
、
か
つ
、
相
応
と
認
め
ら
れ
る
措
置
を
と

(2)

(1)

る
。締

約
国
は
、

に
規
定
す
る
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
他
の
締
約
国
の
国
内
の
法
令
又
は
規
則
の
違
反
が
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
に
つ

(3)

(1)

い
て
、
可
能
か
つ
適
当
な
場
合
に
は
協
力
す
る
。

遺
伝
資
源
の
利
用
の
監
視
（
第
十
七
条
）

17

締
約
国
は
、
遵
守
を
支
援
す
る
た
め
、
適
宜
、
遺
伝
資
源
の
利
用
に
つ
い
て
監
視
し
、
及
び
透
明
性
を
高
め
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

(1)

情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
を
与
え
る
と
の
決
定
等
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
発
給
さ
れ
、
及
び
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
情
報
交
換

(2)
セ
ン
タ
ー
に
提
供
さ
れ
た
許
可
証
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
遵
守
の
証
明
書
と
す
る
。

国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
遵
守
の
証
明
書
は
、
情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
を
与
え
た
締
約
国
の
国
内
の
法
令
又
は
規
則
で
あ
っ
て
取
得
の
機
会
及
び
利

(3)
益
の
配
分
に
関
す
る
も
の
に
従
い
、
当
該
証
明
書
が
対
象
と
す
る
遺
伝
資
源
が
情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
お
り
、
及
び
相
互
に

合
意
す
る
条
件
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
役
割
を
果
た
す
。

国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
遵
守
の
証
明
書
に
は
、
少
な
く
と
も
、
発
給
し
た
当
局
、
発
給
日
、
提
供
者
、
当
該
証
明
書
の
固
有
の
識
別
記
号
、
相
互
に
合

(4)



七

意
す
る
条
件
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
、
情
報
に
基
づ
く
事
前
の
同
意
が
得
ら
れ
た
こ
と
の
確
認
等
の
情
報
を
含
め
る
。
た
だ
し
、
当
該
情
報
が
秘
密

の
も
の
で
な
い
場
合
に
限
る
。

相
互
に
合
意
す
る
条
件
の
遵
守
（
第
十
八
条
）

18

締
約
国
は
、
遺
伝
資
源
又
は
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
提
供
者
及
び
利
用
者
に
対
し
、
紛
争
解
決
に
関
す
る
規
定
を
適
当
な
場
合
に
は

(1)
相
互
に
合
意
す
る
条
件
に
含
め
る
よ
う
奨
励
す
る
。

締
約
国
は
、
相
互
に
合
意
す
る
条
件
か
ら
紛
争
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
自
国
の
法
制
度
の
下
で
、
適
用
さ
れ
る
管
轄
権
に
係
る
要
件
に
従
っ
て
訴
訟
を

(2)
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
司
法
手
続
の
利
用
並
び
に
外
国
に
お
け
る
判
決
及
び
仲
裁
判
断
の
相
互
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
制
度
の
利
用
に
つ

(3)
い
て
効
果
的
な
措
置
を
と
る
。

こ
の
条
の
規
定
の
有
効
性
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
従
い
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
が
再
検
討
す

(4)
る
。

契
約
の
条
項
の
ひ
な
型
（
第
十
九
条
）

19

締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
相
互
に
合
意
す
る
条
件
に
関
す
る
分
野
別
の
及
び
分
野
横
断
的
な
契
約
の
条
項
の
ひ
な
型
の
作
成
、
更
新
及
び
利
用

(1)
を
奨
励
す
る
。

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
分
野
別
の
及
び
分
野
横
断
的
な
契
約
の
条
項
の
ひ
な
型
の
利
用
状
況
に
つ

(2)
い
て
定
期
的
に
調
査
す
る
。

行
動
規
範
、
指
針
及
び
最
良
の
実
例
又
は
基
準
（
第
二
十
条
）

20

締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
任
意
の
行
動
規
範
、
指
針
及
び
最
良
の
実
例
又
は
基
準
の
作
成
、
更
新
及

(1)
び
利
用
を
奨
励
す
る
。

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
任
意
の
行
動
規
範
、
指
針
及
び
最
良
の
実
例
又
は
基
準
の
利
用
状
況
に
つ

(2)
い
て
定
期
的
に
調
査
し
、
並
び
に
特
定
の
行
動
規
範
、
指
針
及
び
最
良
の
実
例
又
は
基
準
の
採
択
に
つ
い
て
検
討
す
る
。



八

啓
発
（
第
二
十
一
条
）

21

締
約
国
は
、
遺
伝
資
源
及
び
遺
伝
資
源
に
関
連
す
る
伝
統
的
な
知
識
の
重
要
性
並
び
に
関
係
す
る
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
啓
発
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

能
力
（
第
二
十
二
条
）

22

締
約
国
は
、
開
発
途
上
締
約
国
及
び
移
行
経
済
締
約
国
に
お
け
る
こ
の
議
定
書
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
、
既
存
の
世
界
的
な
、
地
域
的
な
、
小
地
域

(1)
的
な
及
び
国
内
の
団
体
及
び
組
織
を
通
ず
る
方
法
等
に
よ
り
、
能
力
の
開
発
及
び
向
上
並
び
に
人
的
資
源
及
び
制
度
的
能
力
の
強
化
に
つ
い
て
協
力
す

る
。条

約
の
関
連
規
定
に
基
づ
く
資
金
に
関
す
る
開
発
途
上
締
約
国
及
び
移
行
経
済
締
約
国
の
ニ
ー
ズ
は
、
こ
の
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
能
力
の
開
発
及

(2)
び
向
上
に
当
た
り
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
。

技
術
移
転
、
共
同
及
び
協
力
（
第
二
十
三
条
）

23

締
約
国
は
、
条
約
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
従
い
、
こ
の
議
定
書
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
、
技
術
的
及
び

科
学
的
な
研
究
開
発
計
画
に
お
い
て
共
同
し
て
行
動
し
、
及
び
協
力
す
る
。
締
約
国
は
、
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
健
全
か
つ
存

立
可
能
な
技
術
的
及
び
科
学
的
基
礎
の
構
築
及
び
強
化
を
可
能
と
す
る
た
め
、
開
発
途
上
締
約
国
及
び
移
行
経
済
締
約
国
に
対
す
る
技
術
の
取
得
の
機
会
の

提
供
及
び
技
術
移
転
を
促
進
し
、
及
び
奨
励
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

非
締
約
国
（
第
二
十
四
条
）

24

締
約
国
は
、
非
締
約
国
に
対
し
、
こ
の
議
定
書
に
参
加
し
、
及
び
適
当
な
情
報
を
取
得
の
機
会
及
び
利
益
の
配
分
に
関
す
る
情
報
交
換
セ
ン
タ
ー
に
提
供

す
る
よ
う
奨
励
す
る
。

資
金
供
与
の
制
度
及
び
資
金
（
第
二
十
五
条
）

25

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
資
金
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
当
た
り
、
条
約
第
二
十
条
の
規
定
を
考
慮
す
る
。

(1)

条
約
の
資
金
供
与
の
制
度
は
、
こ
の
議
定
書
の
資
金
供
与
の
制
度
と
な
る
。

(2)
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
（
第
二
十
六
条
）

26



九

締
約
国
会
議
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

(1)

条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
て
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
も
の
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
の
会
合
の

(2)
議
事
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
締
約
国
会
議
が
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
き
は
、
こ
の
議

定
書
に
基
づ
く
決
定
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
み
が
行
う
。

補
助
機
関
（
第
二
十
七
条
）

27

条
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
補
助
機
関
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
の
決
定
に
基
づ
く
任
務
そ
の
他
の

(1)
任
務
を
こ
の
議
定
書
の
た
め
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
決
定
は
、
遂
行
さ
れ
る
べ
き
任
務
を
特
定
す
る
。

条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
て
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
で
な
い
も
の
は
、

に
規
定
す
る
補
助
機
関
の
会
合
の
議
事
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ

(2)

(1)

と
が
で
き
る
。
条
約
の
補
助
機
関
が
こ
の
議
定
書
の
補
助
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
き
は
、
こ
の
議
定
書
に
基
づ
く
決
定
は
、
こ
の
議
定
書
の
締

約
国
の
み
が
行
う
。

事
務
局
（
第
二
十
八
条
）

28

条
約
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
事
務
局
は
、
こ
の
議
定
書
の
事
務
局
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。

(1)

こ
の
議
定
書
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
事
務
局
の
役
務
に
係
る
費
用
は
、
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
お
い
て
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
が
負
担
す

(2)
る
。

監
視
及
び
報
告
（
第
二
十
九
条
）

29

締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
に
基
づ
く
自
国
の
義
務
の
履
行
状
況
を
監
視
し
、
並
び
に
こ
の
議
定
書
を
実
施
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
に
つ
き
、
こ
の
議
定

書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
が
決
定
す
る
一
定
の
間
隔
及
び
様
式
で
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
締
約
国
会
議
に
報
告
す
る
。

こ
の
議
定
書
の
遵
守
を
促
進
す
る
た
め
の
手
続
及
び
制
度
（
第
三
十
条
）

30

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
そ
の
第
一
回
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
を
促

進
し
、
及
び
不
遵
守
の
事
案
に
対
処
す
る
た
め
の
協
力
に
つ
い
て
の
手
続
及
び
そ
の
た
め
の
組
織
的
な
制
度
を
検
討
し
、
及
び
承
認
す
る
。



一
〇

評
価
及
び
再
検
討
（
第
三
十
一
条
）

31

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
議
定
書
の
効
力
発
生
の
四
年
後
に
及
び
そ
の
後
は
こ
の
議
定
書
の
締
約

国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
が
決
定
す
る
一
定
の
間
隔
で
、
こ
の
議
定
書
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
評
価
を
行
う
。

留
保
（
第
三
十
四
条
）

32

こ
の
議
定
書
に
は
、
い
か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

最
終
条
項
（
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
）

33

こ
の
議
定
書
の
署
名
、
効
力
発
生
、
脱
退
及
び
正
文
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

附
属
書

34

金
銭
的
及
び
非
金
銭
的
な
利
益
の
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

三

議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
議
定
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

２

こ
の
議
定
書
の
締
結
に
よ
り
、
こ
の
議
定
書
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
事
務
局
の
役
務
に
係
る
費
用
を
負
担
す
る
義
務
を
負
う
。



一
一

（
参

考
）

１

採
択

平
成
二
十
二
年
十
月
二
十
九
日

名
古
屋
に
お
い
て
採
択

２

効
力
発
生

平
成
二
十
六
年
十
月
十
二
日

３

署
名
国

九
十
一
箇
国
及
び
欧
州
連
合

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ
ナ
ン
、

ブ
ー
タ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ン
ゴ
民

主
共
和
国
、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド

ル
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
レ
ナ
ダ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
国
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民

国
、
レ
バ
ノ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ
リ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ル
ド
バ
、
モ
ン
ゴ

ル
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
パ
ラ
オ
、
パ
ナ
マ
、
ペ
ル
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ー
ダ

ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
ト
ー
ゴ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
英
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
バ
ヌ
ア
ツ
、
イ
エ
メ
ン
、
欧

州
連
合

４

締
約
国

平
成
二
十
九
年
二
月
一
日
現
在

九
十
四
箇
国
及
び
欧
州
連
合

ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ベ
ナ
ン
、
ブ
ー
タ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
コ
ー
ト

ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ガ
ン
ビ
ア
、
ド
イ
ツ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン

ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
キ
ル
ギ
ス
、
ラ
オ
ス
、
レ
ソ
ト
、
リ
ベ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
マ

ラ
ウ
イ
、
マ
リ
、
マ
ル
タ
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
モ
ル
ド
バ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ザ
ン
ビ
ー



一
二

ク
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
ペ
ル
ー
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
カ
タ
ー
ル
、
ル
ワ
ン

ダ
、
サ
モ
ア
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ー
ダ

ン
、
ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ー
ゴ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
バ

ヌ
ア
ツ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ザ
ン
ビ
ア
、
欧
州
連
合


